
長久手市産前・産後サポーター派遣事業実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、妊娠中又は出産後に体調不良等のために、家事や子育て

を行うことに支障がある妊産婦のいる子育て世帯又は家事や子育てについて

不安や負担を抱える子育て世帯に対して、家事・育児援助等の実施支援者

（以下「サポーター」という。）を派遣することで、家庭や養育環境を整

え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。長久手市産前・

産後サポーター派遣事業（以下「本事業」という。）は、児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第６条の３第１９項に規定する子育て世帯訪問支援

事業として実施する。

（実施主体等）

第２条 本事業の実施主体は長久手市（以下「市」という。）とし、この事業

の一部を適切な事業者に委託することができるものとする。

（派遣対象）

第３条 サポーター派遣事業の対象者（以下「派遣対象者」という。）は、次

の各号に掲げる要件を満たす者とする。

⑴ 長久手市内に住所を有する者

⑵ 親子（母子）健康手帳の交付を受けている者

⑶ 生後６か月未満（多胎の場合、生後２歳未満）の子をもつ家庭

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者

３ 前２項の規定にかかわらず、暴行、脅迫等によりサポーターに危害を与え

るおそれのある者がいる家庭及びその他派遣することが不適当と認められる

家庭には派遣しない。

（派遣場所）

第４条 本事業の派遣場所は、市内とし、派遣対象者の住居とする。ただし、

市内であっても里帰り先の住居は除く。

（事業の内容）

第５条 本事業の支援内容は、次に掲げるものとする。ただし、キの外出支援

の対象は第３条に定めるもののうち、多胎児のいる家庭に限る。

ア 簡単な調理

イ 衣類の洗濯

ウ 居室の掃除・整理整頓

エ 生活必需品の買い物

オ 乳幼児の食事及び授乳介助

カ 沐浴介助・おむつ交換



キ 健診等の付き添い

ク きょうだいの世話

ケ 相談対応 保護者が育児において抱える不安や悩み等についての相談

対応であって、アからクまでの事業の実施とともに必要に応じて行うも

の

コ その他、市長が特に必要と認めるもの

（利用期間）

第６条 利用期間は、親子（母子）健康手帳交付後から子を出産後６か月未満

とする。ただし、子が多胎の場合は、親子（母子）健康手帳交付後から子を

出産後２年未満とする。

（利用回数）

第７条 利用回数は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたと

きはこの限りでない。

⑴ 単胎の場合 １日１回、期間内に４０回まで

⑵ 多胎の場合 １日１回、期間内に１２０回まで

（利用時間）

第８条 利用時間は、午前８時から午後６時までの間のうち事業者の開所時間

内とし、１回につき６０分、９０分、１２０分の単位で２時間までとし、事

業者の対応可能単位とする。ただし、外出支援の場合は、４時間まで利用で

きる。

（休業日）

第９条 休業日は、１月１日から１月３日まで及び１２月２９日から１２月３

１日までとする。ただし、この他、各事業者で休業日を設定できることとす

る。

（サポーターの要件）

第１０条 本事業を行うサポーターは、次に掲げる第１号から第５号の要件を

いずれも満たし、本事業による支援を適切に行う能力を有する者とする。ま

た、多胎妊産婦家庭へ支援を行う場合は、第６号の要件を満たさなければな

らない。

⑴ 心身ともに健全であること。

⑵ 有資格者（介護職員初任者研修修了者以上又は保育士等）又は家事・育

児の経験並びに能力を有すること。

⑶ 事業の目的、内容、支援の方法、個人情報の適切な管理や守秘義務等に

ついての研修を受講していること。

⑷ 育児支援を行うサポーターは、AED（自動体外式除細動器）の使用方
法や心肺蘇生等の実習を含んだ救急救命講習及び事故防止に関する講習



（安全チェックリストの活用やヒヤリハット事例の検証等を内容とするも

の）を受講していること。

⑸ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがな

くなるまでの者

イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに

児童の保護等に関する法律（平成１１年法律第５２号）その他国民の福祉

に関する法律（児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）第３５条の

５各号に掲げる法律に限る。）の規定により罰金の刑に処せられ、その執

行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者

ウ 児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）第２条に規

定する児童虐待又は児童福祉法第３３条の１０に規定する被措置児童等

虐待を行った者又はその他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした

者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第３２条第１項各号に掲げる者

⑹ 多胎妊産婦等への支援を行うサポーターは、多胎妊産婦・多胎育児家庭

向けの研修を受講すること。

（利用申請、決定通知等）

第１１条 本事業を利用しようとする者は、あらかじめ産前・産後サポーター

派遣事業利用申請書（様式第１）（以下「申請書」という。）に必要書類を添

付して市長に申請しなければならない。

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、第３条の規定に該当するかを審

査し、該当する場合は、派遣対象者を産前・産後サポーター派遣事業利用者

名簿（様式第２。以下「利用者名簿」という。）に登録するとともに産前・

産後サポーター派遣事業利用通知書（様式第３）によりその旨を派遣対象者

に通知し、産前・産後サポーター派遣管理表（様式第４）を交付するものと

する。また、申請書の写しを利用する事業者へ送付する。

３ 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると認める場合にあっては、前項の

手続は口頭によるものとする。ただし、この場合においては、派遣決定後、

速やかに前項の手続を行うものとする。

４ 前項の規定による申請を行った者が、やむを得ない事由等により、申請の

変更又は中止を希望するときは、速やかに事業者に連絡するものとする。

５ 第２項の規定により名簿に登録された者（以下「登録者」という。）で、

次の各号に該当したときは、速やかに産前・産後サポーター派遣事業利用登

録変更届（様式第５）を市に提出するものとする。



⑴ 住所又は氏名を変更したとき。

⑵ 同一世帯の者に変動が生じたとき。

６ 市は、前項各号の提出があったときは、産前・産後サポーター派遣事業利

用登録辞退・変更届（様式第５）の写しを利用していた事業者に送付するも

のとし、送付を受けた事業者は名簿を整理する。

（サポーターの派遣の決定）

第１２条 事業者は、申請書の写しを受理したときは、名簿を作成し、日時や

内容等を調整し、サポーターの派遣を決定し、産前・産後サポーター派遣決

定通知書（様式第６）により申込者に通知するとともに、サポーターを派遣

するものとする。

２ 派遣決定に関し疑義が生じる場合は、事業者は市に協議し、できる限り速

やかにサポーターの派遣等の要否を決定するものとする。

（費用請求）

第１３条 事業者は、派遣終了後、産前・産後サポーター派遣実施記録（様式

第７。以下「実施記録」という。）及び産前・産後サポーター派遣報告書

（様式第８。以下「報告書」という。）を作成するものとする。

２ 事業者は、長久手市産前・産後サポーター派遣事業委託料請求書（様式第

９）に、実施記録と報告書を添付し、月毎に市へ請求するものとする。市へ

の請求は、派遣に要した費用（以下「派遣手当」という。）から派遣に係る

自己負担金（以下「自己負担金」という）を控除した額とする。なお、利用

予定日の前日午後５時以降の中止または変更があった場合は産前・産後サポ

ーター派遣利用中止・変更記録書（様式第１０）を市へ提出するものとす

る。

３ 派遣手当は別表１のとおりとする。

４ サポーターが代行する買い物等にかかる費用や通院等の付き添いに要する

交通費等の実費については、利用者が負担するものとする。また、利用者宅

の駐車場を利用できず、近隣のコインパーキング等を利用する場合の駐車料

は利用者が負担するものとする。

（自己負担金）

第１４条 自己負担金は別表２のとおりとする。

（自己負担金の徴収）

第１５条 利用者は、サービスの提供を受けた月に、直接サポーター又は事業

者へ自己負担金を支払うものとする。

（自己負担金減免）

第１６条 生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯について

は、自己負担金の免除を受けようとする者は、産前・産後サポーター派遣事



業利用申請書提出時に産前・産後サポーター派遣自己負担金免除申請書（様

式第１２）を市長に提出し、免除の承認を受けなければならない。

２ 利用者は、利用者世帯の生活保護の受給状況又は市民税課税状況により、

自己負担金の免除を受けようとするときは、生活保護を受給していることを

証明する書類又は申請日の属する年度（４月又は５月に申請を行う場合は、

前年）の市民税課税証明書を提出しなければならない。ただし、市長が閲覧

又は照会により、その内容を確認することができる場合は、当該書類又は証

明書の提出を省略することができる。

３ 市長は、前項の申請があったときは、申請者の状況を調査の上、産前・産

後サポーター派遣自己負担金免除通知書（様式第１２）により、結果を申請

者に通知するものとする。

（サポーターの義務）

第１７条 サポーターは、その業務を行うに当たっては、常に身分証明を携帯

し、当該対象世帯に属する者の人格を尊重し、業務上知り得た秘密を漏らし

てはならない。また､職務を退いた後も同様とする。

（事業者及びサポーターの責務）

第１８条 事業者は、第１０条の要件を備えている者のうちから、サポーター

を選定し登録しておくものとする。

２ 事業者は、前項の規定による登録者について、名簿を整備し、常にその状

況を把握しておかなければならない。

３ 名簿登載者は、前項の登録内容に変更があった場合は、その変更内容につ

いて、速やかに事業者に報告しなければならない。

４ 事業者は、第１１条の規定する派遣の要請があった場合は、あらかじめ事

業者に登録したサポーターから適当な者を選定し、サポーターを派遣する。

ただし、緊急を要する場合は、口頭による派遣の要請により当該サポーター

を派遣することができる。

５ 事業者は、委託を受けた事業の全部又は一部を第三者に委託してはならな

い。

６ 事業者は、援助内容等の記録を整備しておかなければならない。

７ 事業者は、必要な個人情報保護対策を講ずるとともに、正当な理由無く、

本事業で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。サポーターは、その

職を退いた後も同様とする。

８ 事業者及びサポーターは、訪問した家庭が家事・育児支援等以外の支援も

必要であると考えられる場合には、市に連絡し必要な支援に適切に繋ぐよう



努めること。なお、この場合に、業務上知り得た情報を市と共有することに

ついては、前号の正当な理由に該当するものであること。

９ 事業者は、研修等の実施により、常にサポーターの質の向上に努めるこ

と。事業者は、事業実施前に長久手市産前産後サポーター派遣事業研修実

施・参加計画書（様式第１３号）を提出すること。また、研修実施後に長久

手市産前産後サポーター事業研修実施・参加報告書（様式第１４号）を提出

すること。

１０ 事業者は、支援の実施状況（対象家庭、日時、支援内容及び支援員の氏

名）について、記録し、適切に保管するとともに、市長から求めがあった場

合には、速やかに提出すること。

１１ 事業者は、前項に規定する記録を訪問月の属する市の会計年度の翌年度

から５年間保存しなければならない。

（その他）

第１９条 この要綱に定めるもののほか、長久手市産前・産後サポーター派遣

事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和６年３月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。



別表１（第１３条関係）

別表２（第１４条関係）

※ただし、利用日前日午後５時以降に変更・中止の場合のみ

派遣手当 サポーター報酬単価（交通費含む）

（１） 平日（月曜日から金曜日）

1時間単価 3,000円 単位と報酬 60分 3,000円（税込）
90分 4,500円（税込）

120分 6,000円（税込）
240分 12,000円（税込）

（２） 休日（土曜日・日曜日・祝日）

1時間単価 3,400円 単位と報酬 60分 3,400円（税込）
90分 5,100円（税込）

120分 6,800円（税込）
240分 13,600円（税込）

（３） 変更・中止

1回につき 900円
※利用日前日午後５時以降に変更・中止の場合のみ

利用者世帯の階層区分 60分 90分 120分 240分 変更・中止※

A 生活保護法による被保護

世帯（単給世帯を含む）

0円 0円 0円 0円 0円

B 市町村民税非課税世帯 0円 0円 0円 0円 0円
C その他の世帯 900円 1,350円 1,800円 3,600円 900円



様式第１（第１１条関係）

産前・産後サポーター派遣事業利用申請書

年 月 日

長久手市長 殿

申請者氏名
※申請者は妊産婦としてください

下記のとおり産前・産後サポーター派遣事業の利用申請をします。この申請にあたり、審査に

必要な市町村民税に関する課税資料、生活保護受給状況等を確認されることに同意します。ま

た、派遣に係る個人情報について、実施事業者、愛知県及び長久手市の子育て施策を所管す

る関係機関等に情報提供することに同意します。

記

申

請

者

の

状

況

住 所

[〒480－ ] （アパート等の場合は方書、号数まで記入）

長久手市

氏 名・生年月日
ふり がな S・H 年 月 日生

連 絡 先

（電話番号等）

固定 0561（ ） FAX 0561（ ）

日中連絡のとれる番号 携帯 （ ）

緊急連絡先 ①（ 続柄： ）

②（ 続柄： ）

出産（予定）日 年 月 日 現在 妊娠 週・産後 か月

派遣利用希望

（申請時点）

産前 □妊娠 週ごろ □未定

産後 □0~5か月 □6~11か月 □1年~
親子（母子）健康手帳交

付日と番号等
年 月 日 □長久手市交付 □長久手市以外交付

番号： （多胎の場合は全手帳の番号）

特記事項 □ 単胎 □多胎（双子や三つ子など）

里帰りの有無 □ なし □あり（期間：産前 か月 産後 か月 ）

世

帯

の

状

況

氏 名
ふり がな

続柄 生年月日 職業（学校・学年等） 備 考

(生計中心者)

世帯区分 □生活保護世帯 □市町村民税非課税世帯 □その他



申込みに際しての注意事項

１ １回の利用は１日１回、２時間までです。派遣時間の単位は６０分、９０分、１２０分で

す。多胎育児家庭で外出の付き添いの場合、４時間まで利用できます。

２ 市内であっても里帰り先には派遣できません。保護者の留守宅には派遣できません。

３ 家事・育児・外出（多胎育児家庭の場合）援助以外の業務依頼は受けられません。

４ サポーター派遣には、申請後 2週間程度かかります。申請書の写しを事業者にお送りさせ
ていただきますので、あなたの申請が事業者に登録されましたら、事業者から電話で連絡が

あります。直接事業者と派遣希望日時を調整してください。

５ 自己負担金は、サポーター又は事業者に直接お支払いください。

６ 派遣サポーターの駐車場は利用者でご用意ください。駐車場が確保できない場合、事業者

へ駐車場代の実費をお支払いください。

７ 妊産婦以外が申請する場合は、事前にご相談ください。

※利用申請書の情報は、長久手市産前・産後サポーター派遣事業以外の目的には使用しません。

派遣を希望

する理由

□妊娠中又は出産後で昼間介助者がいないので、家事や育児が困難である。

□多胎を出産し、昼間介助者がいないので、家事や育児及び外出が困難である。

派遣希望

期間 年 月 日から 年 月 日まで

日時等
週 日（1日 1回）
時間 ： ～ ：

事業者名

（第 1希望） （第 2希望）

サービス

の内容

□家事に関すること（調理・洗濯・掃除・買物）

□育児に関すること（授乳介助・沐浴介助・オムツ交換）

□外出の付き添い

□その他（ ）

備考



様式第２（第１１条関係）

産前・産後サポーター派遣事業利用者名簿

登録日
氏名

母子健康手帳No
連絡先

登録時

状況
派遣期限

階層

区分
特記事項

登録

事業者

１

妊婦

産婦

その他

A B
C

□単体 □多胎

里帰り 無・有

２

妊婦

産婦

その他

A B
C

□単体 □多胎

里帰り 無・有

３

妊婦

産婦

その他

A B
C

□単体 □多胎

里帰り 無・有

４

妊婦

産婦

その他

A B
C

□単体 □多胎

里帰り 無・有

５

妊婦

産婦

その他

A B
C

□単体 □多胎

里帰り 無・有

６

妊婦

産婦

その他

A B
C

□単体 □多胎

里帰り 無・有

７

妊婦

産婦

その他

A B
C

□単体 □多胎

里帰り 無・有

８

妊婦

産婦

その他

A B
C

□単体 □多胎

里帰り 無・有

９

妊婦

産婦

その他

A B
C

□単体 □多胎

里帰り 無・有

10

妊婦

産婦

その他

A B
C

□単体 □多胎

里帰り 無・有



様式第３（第１１条関係）

長 第 号

年 月 日

様

長久手市長

産前・産後サポーター派遣事業利用通知書

あなたを産前・産後サポーター派遣事業の利用登録をしましたので下記のとお

り通知します。

また、あなたやあなたの世帯等に変更があった場合は、速やかに申し出てくださ

い。本事業の派遣対象の要件を満たさなくなった場合は、その時点で無効となりま

すので、登録も抹消されます。

記

１ サポーター派遣可能期間

２ 利用可能回数

３ 利用時間

４ 自己負担金

５ その他

※利用をキャンセル又は変更される場合は、利用日の前日の午後５時までに派遣事業者に

ご連絡ください。同時刻以降にキャンセル又は変更を行った場合はキャンセル料が発生し

ます。キャンセル料は派遣事業者へ直接お支払いください。

※派遣サポーターの駐車場は利用者でご用意ください。駐車場が確保できない場合、事業

者へ駐車場代の実費をお支払いください。

※利用者宅に感染症に罹患した者が在宅している場合は利用できません。

（担当 ）



様式第４（第１１条関係）

産前・産後サポーター派遣管理表

１ 派遣対象世帯

住 所：長久手市

氏 名： 生年月日： 年 月 日

出産(予定)日： 年 月 日

２ 派遣実績

利用

回数 利用日

派遣事業者名

サイン又は

捺印

単胎又

は多胎

利用時

状況
階層区分 備考

単胎

多胎

妊婦

産婦

その他

A B C

単胎

多胎

妊婦

産婦

その他

A B C

単胎

多胎

妊婦

産婦

その他

A B C

単胎

多胎

妊婦

産婦

その他

A B C

単胎

多胎

妊婦

産婦

その他

A B C

単胎

多胎

妊婦

産婦

その他

A B C

単胎

多胎

妊婦

産婦

その他

A B C

単胎

多胎

妊婦

産婦

その他

A B C

単胎

多胎

妊婦

産婦

その他

A B C

単胎

多胎

妊婦

産婦

その他

A B C



様式第５（第１１条関係）

産前・産後サポーター派遣事業利用登録変更届

年 月 日

長久手市長 殿

住所

氏名

私は、産前・産後サポーター派遣事業利用登録を変更したいので届けます。

変 更 年 月 日 年 月 日

変 更 理 由

変更内容

・住所

・氏名

・世帯の状況

・その他

変

更

前

変

更

後



様式第６（第１２条関係）

年 月 日

産前・産後サポーター派遣決定通知書

様

事業者名

あなたから申し込みのありました産前・産後サポーター派遣については、下記の

とおり決定しました。

記

派

遣

期

間

日時 サービスの内容

1

年 月 日( ) ： ～ ：

□60分 □90分 □120分 □240分
派遣するサポーター氏名

□家事 □育児介助

□外出の付き添い □その他

2

年 月 日( ) ： ～ ：

□60分 □90分 □120分 □240分
派遣するサポーター氏名

□家事 □育児介助

□外出の付き添い □その他

3

年 月 日( ) ： ～ ：

□60分 □90分 □120分 □240分
派遣するサポーター氏名

□家事 □育児介助

□外出の付き添い □その他

4

年 月 日( ) ： ～ ：

□60分 □90分 □120分 □240分
派遣するサポーター氏名

□家事 □育児介助

□外出の付き添い □その他

5

年 月 日( ) ： ～ ：

□60分 □90分 □120分 □240分
派遣するサポーター氏名

□家事 □育児介助

□外出の付き添い □その他

6

年 月 日( ) ： ～ ：

□60分 □90分 □120分 □240分
派遣するサポーター氏名

□家事 □育児介助

□外出の付き添い □その他

7

年 月 日( ) ： ～ ：

□60分 □90分 □120分 □240分
派遣するサポーター氏名

□家事 □育児介助

□外出の付き添い □その他

8

年 月 日( ) ： ～ ：

□60分 □90分 □120分 □240分
派遣するサポーター氏名

□家事 □育児介助

□外出の付き添い □その他

備考



様式第７（第１３条関係）

産前・産後サポーター派遣実施記録



様式第８（第１３条関係）

産前・産後サポーター派遣報告書

年 月 日

長久手市長 殿

事業者名

下記のとおり、産前・産後サポーターを派遣しましたので報告します。

記

１ 派遣対象世帯

住 所：長久手市

氏 名： 生年月日： 年 月 日

子ども：単胎・多胎 出産(予定)日： 年 月 日

２ 年 月分派遣実績

（備考）

１ 利用者は、事業者の実施記録の確認欄に名前の記入又は捺印してください。

２ サポーターは、実施記録の記載及び｢１｣住所・氏名・生年月日、出産（予定）日、｢２｣の派遣実施年月日、

サポーター氏名、実施時間をご記入ください。

３ 派遣先での妊婦や産婦等気になる点が有る場合は、｢２｣特記事項欄にご記入ください。

派遣実施

年月日

派遣サポーター

氏名
実施時間・内容 特記事項

1

□平日 □土日祝

： ～ ：

□６０分 □９０分 □１２０分 □２４０分

□変更・中止 内容は実施記録のとおり

□無 □有

2

□平日 □土日祝

： ～ ：

□６０分 □９０分 □１２０分 □２４０分

□変更・中止 内容は実施記録のとおり

□無 □有

3

□平日 □土日祝

： ～ ：

□６０分 □９０分 □１２０分 □２４０分

□変更・中止 内容は実施記録のとおり

□無 □有

4

□平日 □土日祝

： ～ ：

□６０分 □９０分 □１２０分 □２４０分

□変更・中止 内容は実施記録のとおり

□無 □有

5

□平日 □土日祝

： ～ ：

□６０分 □９０分 □１２０分 □２４０分

□変更・中止 内容は実施記録のとおり

□無 □有



様式第９（第１３条関係）

年度長久手市産前・産後サポーター派遣事業委託料請求書

年 月 日

長久手市長 殿

住所

事業者名 印

サポーター派遣手当（ 年 月分）

支払口座

階層区分 派遣曜日
時間単価

（円）

派遣回数

（回）
計（円）

その他の世帯

平日（60分）
平日（90分）
平日（120分）
平日（240分）
休日（60分）
休日（90分）
休日（120分）
休日（240分）
変更・中止

生活保護・

市町村民税

非課税世帯

平日（60分）
平日（90分）
平日（120分）
平日（240分）
休日（60分）
休日（90分）
休日（120分）
休日（240分）
変更・中止

合 計 円

金融機関名

支店名 口座番号

預金種別 口座名義人（カナ）



サポーター派遣実績内訳（ 年 月分）

利用者名 生年月日

派遣時間

変更・中止月曜日から

金曜日

土曜日・日曜

日・祝日

1
時間 時間 回

2
時間 時間 回

3
時間 時間 回

4
時間 時間 回

5
時間 時間 回

6
時間 時間 回

7
時間 時間 回

8
時間 時間 回

9
時間 時間 回

1
0 時間 時間 回

合 計



様式第１０（第１３条関係）

産前・産後サポーター派遣利用中止・変更記録書

利用予定日前日午後 5時以降に利用の中止・変更がありましたので、以下のと
おり記録し、報告します。

１ 中止記録

２ 変更記録

事業者名

利用予定日前日の午後５時以降に中止または変更があった場合のキャンセル料

は、利用者世帯の階層区分がＣの者に対しては事業者が徴収する。

利用者世帯の階層区分がＡまたはＢの者の場合は、事業者が市へ請求する。

利用予定者

利用予定日 年 月 日（ ）

中止連絡を受けた日時 年 月 日（ ） 時 分

利用予定者

利用予定日（変更前） 年 月 日（ ）

変更連絡を受けた日時 年 月 日（ ） 時 分

変更後利用予定日 年 月 日（ ）



様式第１１（第１６条関係）

産前・産後サポーター派遣自己負担金免除申請書

申請日 年 月 日

長久手市長 様

長久手市産前・産後サポーター派遣事業実施要綱第１６条の規定により、次のと

おり自己負担金の免除を受けたいので申請します。

なお、申請事由にかかる要件（課税状況及び同一世帯員等）の調査については、

長久手市職員に委任します。

関係課（福祉課・税務課）確認欄

※派遣サポーターの駐車場は利用者でご用意ください。駐車場が確保できない場合、事業

者へ駐車場代の実費をお支払いください。

申請者氏名
電話

番号

住 所

長久手市

生 年 月 日 年 月 日

申 請 事 由
１ 生活保護世帯

２ 市町村民税非課税世帯

同一世帯員

の氏名等
別添「産前・産後サポーター派遣事業利用申請書」のとおり

上記申請事由

に

該当する

確認日：

年 月 日該当しない

理由：



様式第１２（第１６条関係）

長 第 号

年 月 日

様

長久手市長

産前・産後サポーター派遣自己負担金免除通知書

年 月 日付けで申請のありましたこのことについて、下記のとおり決定し

ましたので通知します。

記

※派遣サポーターの駐車場は利用者でご用意ください。駐車場が確保できない場合、事業

者へ駐車場代の実費をお支払いください。

（担当 ）

免除の可否 免除する・免除しない

対

象

者

氏名

生年月日

住所
長久手市

電話番号

免除の内容 産前・産後サポーター派遣自己負担金

備考



様式第１３（第１８条関係）

長久手市産前産後サポーター派遣事業研修実施・参加計画書

年 月 日

長久手市長 殿

事業者名

下記のとおり、計画書を提出します。

１ 計画概要

２ 研修

※ 研修計画は４月中にご提出ください

研修名 研修内容 研修主催者 研修日 参加予定人数



様式第１４（第１８条関係）

長久手市産前産後サポーター事業研修実施・参加報告書

年 月 日

長久手市長 殿

事業者名

下記のとおり、報告します。

研修結果

実施又は参加した研修

※別添として添付していただいても構いません。

※ 報告書は研修を実施又は参加した年度の３月３１日までにご提出ください。

研修名 研修内容 研修主催者 研修日 参加したサポ

ーター


